
設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、町民のクリーンエネルギー利用 

を積極的に支援することにより環境保全に対する意識の高揚を図るため、太陽光発電シ 

ステムを設置する者に対し、予算の範囲内で交付する設楽町住宅用太陽光発電システム 

設置費補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住する町内の住宅（店舗等との 

併用住宅を含む。）にシステムを設置する者で、かつ、町税を完納している者とする。 

（補助対象及び補助金の額） 

第３条 補助対象及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、システムに係る設置工事の着工前に、設楽 

町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を 

添付し、町長に提出しなければならない。 

（１） システムの設置事業費が分かる書類（工事請負契約書、見積書等）の写し 

（２） システムの仕様が分かるパンフレット等 

（３） システムを設置しようとする住宅の位置図 

（４） 工事着工前の現況写真 

（５） 納税証明書（町税が賦課されていない者は町県民税非課税証明書） 

（６） その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、補助金の交付申請の受付を先着順に行う。 

３ 町長は、交付申請に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えたときは、申込みを受理 

しないことができる。 

４ 町長は、交付申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、 

適当と認めたときは設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書（様 

式第２）により交付申請をした者に通知するものとする。 

（計画変更等） 

第５条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」とい 

う。）は、交付申請した補助事業等の内容について計画変更（廃止及び中止を含む）をす 

る場合は、直ちに設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認申請書（様式 

第３）を町長に提出しなければならない。ただし、計画変更による補助金の交付決定額 

を増額することはできない。また、交付決定を受けた補助金の額に変更がない場合で、 

交付目的に反しない補助対象事業の計画の軽微な変更をするときは、この限りでない。 

２ 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは変更内容を審査し、必要に応じて現 



 地調査を行い、変更を認める場合は設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更 

 承認通知書（様式第４）により補助事業者に通知しなければならない。 

（実績報告） 

第６条 補助事業者は、システムの設置等を完了したときは、完了日から起算して３０日 

以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、設楽町住宅用太陽光発電シス 

テム設置費補助金実績報告書（様式第５）に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなけ 

ればならない。 

（１） システムの設置事業費に係る領収書及び内訳書の写し 

（２） 電力会社との電力受給契約の締結に関する通知の写し 

（３） システムの設置状況が確認できる写真 

（４） 補助事業者がシステムを設置した住居に居住していることを示す住民票の写し 

（５） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する完了日とは、次に掲げる日のうちで、いずれか遅い期日とする。 

（１） 電力会社との系統連系・受給開始日 

（２） システム設置費用の支払いが完了した日 

（確定通知書） 

第７条 町長は、前条の住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書が提出された 

ときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、設楽町住宅用太陽光発電システム設 

置費補助金の額の確定通知書（様式第６）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第８条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに設楽町 

住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書（様式第７）による請求をしなけれ 

ばならない。 

２ 町長は、前項の請求により補助金の交付をするものとする。 

 （処分の承認） 

第９条 補助事業者は、システムの法定耐用年数の期間内において、当該システムを処 

分しようとするときは、あらかじめ設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業に 

より取得した財産の処分に関する承認申請書（様式第８）を町長に提出し、その承認を 

受けなければならない。 

（補助金交付の取消し） 

第 10 条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金 

交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 不正の手段により補助金を受けたとき。 

（２） 補助金交付の条件に違反したとき。 

（３） 前条の規定によりシステムを処分したとき。 

（補助金の返還） 



第 11 条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補 

助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。 

（協力） 

第 12 条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じてシステムの運転状況に関するデータ 

の提供その他の協力を求めることができる。 

（その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



別表 

 

補助対象 補助要件 補助金の額 

蓄電池 ・蓄電池 

（１）リチウムイオン電池部（リチウムイオン

の酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給す

る蓄電池を言う。）及びインバータ等の電力変換

装置を備えてあるもの。 

（２）再生可能エネルギーにより発電した電力

または夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力

需要ピーク時等に必要に応じて電力活用ができ

るもの。 

（３）住宅に太陽光パネルが設置してあり、太

陽光パネルで発電した電力の蓄電ができるも

の。 

１０万円 

一体的導入 

（住宅用太陽光発

電システム・家庭用

エネルギー管理シ

ステム・蓄電池のす

べてを設置するこ

と） 

 

・住宅用太陽光発電システム 

（１）住宅の屋根等への設置に適した、低圧配

電線と逆潮流有りで連携し、かつ、太陽電池の

最大出力（当該システムを構築する太陽電池モ

ジュールの公称最大出力の合計）が 10 キロワッ

ト未満のもの。 

（２）電力会社と電力需給契約を締結している

こと。 

（３）太陽電池の出力を監視する等により、全

自動運転（自動起動・自動停止）を行うもので

あること。 

・家庭用エネルギー管理システム 

（１）家庭での電力使用量等を自動で測定し、

エネルギーの「見える化」を図るとともに、機

器の電力使用量等を調整する制御機能を有する

もの。 

・蓄電池 

（１）補助対象、蓄電池の補助要件と同じ。 

２０万円 

共通の要件 ・未使用品であること。  

 



様式第１（第４条関係） 

 

  年  月  日 

 

設 楽 町 長  様 

 

申請者 住所 

                 氏名                

                      電話（     ）   ― 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書 

 

 

 設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第５条第１項の規定により、次

のとおり    年度設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 交 付 申 請 額 金           円 

２ システム設置場所 設楽町 

３ 設 置 規 模 

（最大出力値） 
    ．     ｋＷ（小数点以下第２位未満四捨五入） 

４ 事 業 費 の 内 訳 
システム設置費合計（Ａ+Ｂ） 町補助金（Ａ） 自己資金（Ｂ） 

円 円 円 

５ 補 助 対 象 期 間 
補助対象事業着工予定日      年  月  日 

補助対象事業完了予定日      年  月  日 

６ 添 付 書 類 

１ システムの設置事業費が分かる書類（工事請負契約書、見積書等） 

の写し 

２ システムの仕様が分かるパンフレット等 

３ システムを設置しようとする住宅の位置図 

４ 工事着工前の現況写真 

５ 納税証明書（町税が賦課されていない者は町県民税非課税証明書） 

６ その他町長が必要と認める書類 



様式第２（第４条関係） 

 

 

第     号 

  年  月  日 

 

 

          様 

 

 

設楽町長 

 

 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書 

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあったことについては、別添指令書のとおり交付 

 

します。なお、この指令に基づく事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日を 

 

経過した日、又は当該年度の３月３１日のいずれか早い期日までに実績報告書を町長に提 

 

出して下さい。 

 



様式第３（第５条関係） 

 

    年  月  日 

 

設 楽 町 長  様 

 

申請者 住所 

                 氏名                

                      電話（     ）   ― 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認申請書 

 

 

 設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第６条の規定により、下記のと

おり補助金交付決定内容の変更の承認を申請します。 

 

記 

 

１ 交付決定番号    設生指令 第    号 

２ 交付決定年月日    年   月   日 

３ 変更等の区分 変  更 中  止 廃  止 

４ 変 更 の 内 容 

変  更  前 変  更  後 

  

５ 変更後の補助金 

  交 付 申 請 額 
金            円 

６ 変 更 の 理 由 

 

 



様式第４（第５条関係） 

 

 

 第     号 

  年  月  日 

 

 

          様 

 

 

設楽町長 

 

 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金変更承認通知書 

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補 

 

助金交付決定内容の変更（補助事業の中止・廃止）について承認します。 



様式第５（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

設 楽 町 長  様 

 

申請者 住所 

                 氏名                

                      電話（     ）   ― 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書 

 

 

 設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下

記のとおり    年度設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業が完了したので

報告します。 

 

記 

１ 交 付 決 定 番 号    設生指令 第    号 

２ 交付決定年月日    年   月   日 

３ 交 付 決 定 額 金           円 

４ システム設置場所 設楽町 

５ 設 置 規 模 

（最大出力値） 
    ．     ｋＷ（小数点以下第２位未満四捨五入） 

６ 事 業 費 の 内 訳 
システム設置費合計（Ａ+Ｂ） 町補助金（Ａ） 自己資金（Ｂ） 

円 円 円 

７ 補 助 対 象 期 間 
補助対象事業着工日      年  月  日 

補助対象事業完了日      年  月  日 

８ 添 付 書 類 

１ システムの設置事業費に係る領収書及び内訳書の写し 

２ 電力会社との電力受給契約の締結に関する通知の写し 

３ システムの設置状況が確認できる写真 

４ 補助事業者がシステムを設置した住居に居住していることを示す 

住民票の写し 

５ その他町長が必要と認める書類 



様式第６（第７条関係） 

 

 

 第     号 

  年  月  日 

 

 

          様 

 

 

設楽町長 

 

 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金の額の確定通知書 

 

 

 

  年  月  日付け、    指令第   号で交付決定した設楽町住宅用太 

 

陽光発電システム設置費補助金は、    年  月  日付けで提出された実績報告書 

 

に基づき下記のとおり金額が確定しました。 

 

 

記 

 

 

 

確定額 金         円 

 



様式第７（第８条関係） 

 

    年  月  日 

 

設 楽 町 長  様 

 

申請者 住所 

                 氏名                

                      電話（     ）   ― 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書 

 

 

     年度設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金について、設楽町住宅用太

陽光発電システム設置費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記のとおり請求し

ます。 

 

 

記 

 

１ 交付確定通知番号    設生 第    号 

２ 交付確定年月日    年   月   日 

３ 交 付 請 求 金 額 金            円 

４ 交 付 確 定 額 金            円 

５ 振 込 先 

金融機関名 

銀  行 

信用金庫      本・支店 

農  協 

口座の種別     普 通      当 座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

※ 該当する項目を○で囲んでください。 



様式第８（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

設 楽 町 長  様 

 

申請者 住所 

                 氏名                

                      電話（     ）   ― 

 

設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業により取得した財産の 

処分に関する承認申請書 

 

 

 設楽町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第１０条の規定により、下記の

とおり財産処分の承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 設 置 場 所 設楽町 

２ 処 分の方法 売 却 譲 渡 交 換 貸 与 担 保 廃 棄 その他 

３ 処 分の理由  

４ 処分の相手方 

住 所 

氏 名 

電 話 （    ）   ― 

５ 処 分の時期    年   月   日から 

※ 該当する項目を○で囲んでください。 

 


